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車いす体験から見た2,3のまちのバリアフリー調査
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A Barrier-FreeInvestigationinSomeTowns

from theViewpointofWheelchairExperience

by
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SatoshiSHIMODA,IchiroKAMEYA,AkiraONODERA andKiyoshiKITAJIMA

Acitizenorganizationof"DansaNax-Nagasaki"wasfomedasapartofwelfarecommunityplannlngby

thedisabledpersons,universltyStudentsandtheauthorstwoyearsago･Inthisactiyitytheauthorsobtained

anopportunityinwhichinvestigatedthebarrier-freeconditionsintwoareasuslngaWheelchairandassisted

awheelchairuserinacarandahospital.TheformerwascarriedoutatJR NagasakiStationandKunimi

TowninNagasakiPrefecture,andthelatter,betweenSeihiTowninNagasakiPrefectureandKurumeCity

inFukuokaPrefecture.Asaresultofthisinvestigation,itcanbeconcludedthatalthough beingimproved

forbarrier-freeinfacilitiesofNagasakiStation,KunimiTownandKurumeCitythereshouldyetbealotof

barriersmadefree.TheassistanceforawheelchairuseralsogavetheauthorsgoodexperlenCeSfrom which

caresshouldbenecessaryfわrthedisablednotonlyphysicallybutmentally.

1.はじめに

著者らは,福祉のまちづ くりを行うために ｢ダンサナ

クス ･ナガサキ｣という市民グループの活動に参加し,

街中でのバリアフリー調査や ｢みんなが共に生 きられ

るまち｣を創 り上げるための提言を行うべ く,研究を

行っている.この活動の中,著者らは,車いすの乗車

体験及び車いす利用者の介助を通 して,街中のバリア

フリーについて調査を行う機会を得た.

日頃,健常者が生活 してい く上で全 く支障がない街

でも,車いす利用者にとっては移動が困難な場所が少

なからず存在する.そこで本研究では,実際に車いす

体験及び車いす利用者の介助を通して,移動困難者を

取 り巻 く環境を体験 し,何が移動困難者にとって障壁

となっているのかを調査 した.調査箇所 として,JR

長崎駅構内及び駅周辺,長崎県国見町においての車い

す乗車体験,久留米市においては車いす利用者の介助

を行うことより,実際に対象地域及び介助を通 して気

づいた点を記録するものである.そ して,調査結果か

ら得られた問題点に対 して,その改善策を提言 してい

くものである.

2.調査対象地域

今回は,長崎市,久留米市,長崎県国見町の3箇所

について,車いすを用いて調査を行った.

事例1では,長崎市の玄関口であるJR長崎駅につい

て,実際に車いすで生活されている方と共に,1999年

8月5日の昼過ぎからの約2時間,JR長崎駅の副駅長及び

駅員の協力のもと,構内外のバリアフリー調査を行った.

事例2では,長崎県国見町で開催された ｢'99サマー

ボランティアスクール｣に市民グループ ｢ダンサナク

ス ･ナガサキ｣のメンバーとして参加 した時,町内の

小学生以上の子供と共に,実際に車いすに乗車 して,

町内のバリアフリーの問題点について調査 した.

事例3では,久留米市の病院に出かけられた車いす

利用者の介助を通 して,街中の施設及び移動中の介助

についての体験について報告する.
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3.事例 1(長崎駅構内およびその周辺)

長崎市は,観光都市として県内外から高い評価を受

けている.しかし,その反面,観光客や地域住民にとっ

てバリアが各所に存在するという問題点も含んでいる.

このようにバリアが存在する箇所が多 くある中で,長

崎の玄関口とも言える長崎駅について,福祉の面から

車いす利用者の視点に立って調査を行った.

3.1 券売機 とみどりの窓口

乗車切符を購入する際,券売機が傾斜 しており,辛

いす利用者の視点からは見づ らい (写真-1参照).

さらに,表示板が赤い電光で表示されているため,高

齢者には見えにくいようである.

写真-1 券売機の傾斜

一方,みどりの窓口で乗車券を購入しようにも,入

口を入った途端,点字ブロックが途切れてしまう.み

どりの窓口内は広 く,入口までは行けても乗車券を購

入するカウンターまで1人では移動できない.乗車券

を購入するだけでも,車いす利用者にとっては多 くの

バ リアがある.

3.2 駅ホーム

駅ホームには微妙な傾斜があり,健常者でも蹴蹟 く

可能性があり,ましてや車いす利用者が直進すること

は非常に困難である.一方,点字ブロックも存在する

が,コインロッカーや地域案内板のすぐ前に設置され

ており,コインロッカーへ荷物を入れている利用者や,

案内板を見ている客との衝突,点在する柱に寄 り過ぎ

ているところでは,その柱との衝突が考えられる (写

真-2参照).また,視覚障害者にとって点字ブロック

は移動の際の道しるべとなるため,点字ブロックの整

備は重要である.

ホーム内に健常者用の トイレは設置されているが,

写真-2 コインロッカーの前にある点字ブロック

車いす用の トイレは同じ設置箇所にあるものの,入口

が構外にしかないため,一度ホームから外に出なけれ

ばならない.現在,駅舎を建て替えているが,ホーム

はそのまま利用される点からも,車いす用 トイレの構

内での設置が必要である.

3.3 特急かもめ乗車口

ホームと電車との間には,隙間だけでなく段差もあ

り,車いす利用者は一人では乗車不可能であり,また

視覚障害者は安心 して利用できない.車いす利用者の

ために,専用の手動式スロープが設けられているが,

あまり知られていない (写真-3参照).

また,この手動式スロープは,駅構内で誰にでもす

ぐに使えるようになっておらず,駅員に頼んで使用 し

なければならない.手動式スロープは,手動式車いす

では通ることができる幅であるが,電動車いすの大き

いものは通れない.また,駅構内と構外を結ぶアプロー

チの案内板 (サイン ･絵文字等)が設置されていると,

外来者を含むすべての人にとって便利である.

写真-3 車いす用の手動式スロープ
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写真-4 ドアの鍵が壊れているトイレ

3.4 トイレ

車いす利用者専用の トイレがあるが,駅構外に設置

されてお り,駅利用者にとってはホームにいた場合,

距離が遠 く入口付近は急な勾配の坂になっているため,

非常に利用 しにくい.実際,車いすを利用 している方

の意見に ｢トイレの ドアが壊れていて重い.｣｢トイレッ

トペーパーや排水レバーが右側にしかついていない.｣
等があった (写真-4参照).障害者用の トイレは駅

のすぐ隣のホテルにも有るが,駅の職員は把握 してい

なかった.

こういった利用者側の意見を取 り入れることが,今

後誰でも利用可能な駅を作る際に重要であり,まちの

バリアフリーの充実につながっていくと考えられる.

3.5 駅前周辺

長崎駅前は交通量が多いため,高架橋が設置されて

いる.道路を横断するためや移動困難者のためにエレ

ベータも設けられているが,稼動時間が午前7時から

午後10時までと短 く,JRの始発及び最終電車を利用す

る場合このエレベータは使用できない (写真-5参照).

駅周辺には,横断歩道が200m程行ったところに設

置されてはいるが,移動困難者は遠回りをしなければ

ならず,路面電車のレールが道路の真申にあり,一人

での移動は困難である.エレベータの外のボタンは,

車いすに乗った状態だと非常に押 しにくく,中は車い

す1台分 しか乗れないほど狭かった (写真-6参照).

また,駅側のエレベータの入口はスロープとなってい

るが,勾配が急であった.このように,バリアフリー

の連続性があまり感 じられなかった.

･1j

写真-5 長崎駅前高架橋のエレベータ

写真-6 エレベータの内部

4.事例 2(長崎県国見町)

長崎県の高齢化率は,全国の中でも高い割合を示し

ている.その中,南高来郡国見町では,高齢化率が

22.3%と高い割合を示している.この事例では,1999

年7月に国見町で開催された ｢'99サマー ボランティ

アスクール｣に,｢ダンサナクス ･ナガサキ｣ のメン

バーとして参加 し,実際に車いすを使用 して町内をま

わった時に気付いた,国見町内のバリアフリーの問題

点について報告する.

4.1 国見町の概要

長崎県国見町は,島原半島の北端に位置し,島原半

島の海の玄関口として,熊本市までフェリーで約2時

間,車で長崎市まで約1時間半,島原市まで約30分,

雲仙まで約1時間の位置にある町である.数条の河川

流域に拓けた肥沃な土地では,農業が盛んに行われて

お り,多種多様な作物の生産を行っている.人口は約

12,000人と中規模の町である.
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秦-1 国見町の概要

人口総数 12,120人

世帯数 3,303世帯

65歳以上人口 2,699人 (男:1,053人
女 :1,646人)

高齢化率 22.3% (長崎県:17.7%,
長崎市:16.3%)

身体障害(児)者数 517人

住宅精神薄弱(児)者数 37人

注)長崎県,長崎市 (平成 7年国勢調査)

表-1から,国見町の高齢化率は長崎県の17.7%,

長崎市の16.3%より高い23.3%を示しており,また身

体障害者や寝たきり老人を抱えているまちでもある.

実際に国見町をまわってみると,お年寄 りの方を町中

でよく見かけ,お年寄り同士で話をしていた.

この国見町には,国見町社会福祉協議会があり,福

祉に対 して積極的に活動を行なっている.また,国見

町には養護老人ホームが設置されており,お年寄 りが

暮らしていくためにいろいろな対策がとられている.

4.2 各施設および町内の間露点

今回は,車いすを使用して,町内の施設および町内

にある道路のバリアフリーについての問題点を,町内

の小中学生と共に体験 した.図-1は国見町中心部の

概略図を示したものである.

町内をまわった時の調査箇所は次のとおりである.

(1)国見町役場,(2)スーパー,(3)国見郵便局,

(4)町内の道路,(5)多比良駅

特に(1)～(4)は国見町の住民によく利用される施設で

ある.

開閉ドア トイレ

約10-15cm 過 一 幅約80cm

の段差

＼ 紘

カウンター ゝ
--

-さ約100cm 椅子力移動でき%/
十分な広さがないな広さがない

4.3 国見町役場

役場入口周辺は,もともと3-5cmの段差があった

が,現在はその投差にコンクリー トの小さなスロープ

を設けている.入口の ドアは自動 ドアの両開きとなっ

ており充分な広さである (図-2参照).

役場内部では,カウンター部分の高さは健常者が普

通に立って職員とやり取りをするのには充分の高さの

約100cmである.しかし,車いす利用者にとっては,

車いすに座っているため,視点が約80cmと10歳 くら

いの子供の視点になり,大きなバリアとなっている.

また,役場内には トイレが1個所設置されているが,

車いすで行くためには,10-15cmの段差を2個所通過

しなくてはならず,一人では到底利用出来るものでは

なかった.また, トイレまでに2個所 ドアがあ り,一

つはドアを開けると薄暗いうえに10-15cm下方向へ

の段差があり,車いす利用者はもちろんであるが,高

齢者にとっても非常に危険である.また, トイレまで

は役場内部の幅約60-70cmの通路しかなく,大人2人

が並んで歩ける広さでない.
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道路から役場に入ってくる2つの出入口は,道路を

基点にしたとき,10mの距離で約140cmの高低差,5m

の距離を約80cmの高低差 と急な坂 となってお り,辛

いすでの利用は困難である.

4.4 スーパー

ここは,国見町で一番大きいスーパーであり,町内

の利用者が多いところである.スーパーの入口周辺で

あるが,駐車場が店舗を囲む形で設置されている.こ

のため,歩行者は駐車場内を歩いて店内に入る.また,

入口には,蹴上げ高さ15cmの階段が3段あり,正面か

ら車いす利用者は進入できないが,階段の横にはスロー

プが設置されていた.しかし,このスロープの問題点

として,スロープの下段に商品の生花が陳列されてお

り,スロープを使って店内には入れなかった.スロー

プを設置してもその役割が充分に果たせない場合,不

要なものとなってしまう.高齢者のことを考えると,

スロープには手す りを設置すべきである.

店内については,商品を最大限に陳列しているため,

買い物客が歩 く幅は約80cmしかなく,車いす とのす

れ違いは難 しい (写真-7参照).

写真一7 スーパーの店内

また,陳列商品が直角に配置されているため,車い

す利用者一人での買い物はできない.また,商品が車

いす利用者からは届かない位置に陳列されており,ま

たどこにどの商品が陳列されているか見えにくい問題

点があった.

4.5 国見郵便局

郵便局内は,国見町役場と同じようにカウンターが

あるが,車いすでは利用が難 しい.また,郵便局の入

口は道路から1.5mほど奥まった場所にあ り,蹴上げ

高さ10-15cmの階段が4段ある.その横には,スーパー

と同じようにスロープが設置されていた.しかし,郵
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便局のスロープは,約2mで40-60cmの高低差を上る

ようになっており,勾配が急であった.高齢者の車い

す利用者では,局内に入るのが困難である.また,高齢

者が使用する電動三輪車でも上 り切れないと思われる.

4.6 町内の道路

町内の道路は,島原鉄道より海側に国道251号線が

あり,国見町の中心部には交通量の多い通過道路はな

い.道路と歩道が一体化しており,区切っているのは

白線一本であり,高齢者,車いす利用者はもちろん,

子ども,健常者の人にとっても危険である.また,町

内に架かる橋では,道路よりも幅員が狭 く車の離合が

困難であり,橋の上を車いす利用者や高齢者,子ども

などが渡っているときは危険である.

また,道路から各施設に入る側溝のグレーティング

の幅が,ちょうど車いすの前輪がはまってしまうもの

であった (写真-8参照).

写真-8 道路のグレーティング

今後,写真に示すようなグレーティングは溝の細か

いものに変える必要がある.

町内には水田等が多く,農道が整備されているが,

多くがコンクリー トで作られてお り凸凹な状態で,辛

いす利用者,高齢者にとって改善すべき点である.

4.7 多比良駅

駅への人口において,蹴上げ高さ15cmの階段が3段

設置されていた (写真-9参照). また,改札口から

ホームに向かうところにも若干の段差がある.ホーム

内では,加津佐方面のホームに移動する時には,跨線

橋 しかなく車いす利用者には移動できない.また,ホー

ムの端にスロープが設置されていれば移動可能である

が,多比良駅には設置されていなかった.

構内にあるトイレについては,ぎりぎり車いすで入

ることは可能であるが,介助が必要な車いす利用者は
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写真-9 多比良駅

入ることができても,一人での使用及び出てくること

は難しい.

4.8 考察

国見町では,町内の各施設や道路,道路付属物など,

いろいろな所にバリアがあり,バリアフリーが施され

ているまちとは言い難い.しかし,個々の施設では出

入口などのスロープの設置などは行われている.また,

町内には,通過交通が多 くないことから,自動車の往

来があまり多くなく,住民にとっては住みやすいまち

である.このため,今後の課題としては,この通過交

通の少ない道路の歩車分離の道路整備を行うことによ

り,より一層福祉に配慮 したまちづ くりが行なえる.

また,参加者の最後のまとめでは,｢車いすに乗っ

ていることが特異な日で見られた｣があったが,ここ

には地域住民の障害者に対するバリアが横たわってい

るようである.また,｢スロープ設置なども必要だが,

それ以上に人それぞれがもっと福祉 .バリアフリーに

関心を持って行く必要がある｣ という言葉があった.

この心のバリアフリーを十分に住民間で話 し合いを行

うことが,本当の意味での福祉,バリアフリーを考え

たまちづ くりが行なえると考える.

この国見町をモデルケースにすることにより,人口

1万-5万人の町村でのバ リアフリーまちづ くりが行

なえる.また,国見町は平坦な地形に形成されたまち

であるが,多くのハー ド面でのバリアが存在 した地域

住民の話し合いをし,人間間のバリア,ハー ド面での

バリアについて行政等に発言 していくことにより,バ

リアフリーを考えたまちづ くりが行なえる.

5.事例 3(久留米市内における移動介助経験)

これは,1999年7月10日と10月19日の二回にわた

り,長崎県西彼杵郡西彼町に在住の車いす利用者の方

を,福岡県久留米市内の病院まで乗用車で送 り迎えを

行ったときのものである.

介助内容は乗用車への乗降,車いすの誘導,排継物

の処理等である.参加者は,長崎大学工学部社会開発

工学科環境計画研究室の学生3名である.また,移動

介助を行った2日間とも晴天であった.

5.1 乗用車への乗降

西彼町から久留米市までの移動には,乗用車を使用

した.障害者の方を助手席に乗せて,運転は我々学生

が行った.障害者の方の車いすから乗用車,乗用車か

ら車いす-の移動も,我々学生が二人がかりで行った

(写真-10参照).

この作業をスムーズに行うには慣れが必要である.

我々学生にとっては初めての体験であったため,移動

途中に障害者の方の頭をドアにぶつけてしまったり,

無理な体勢で車の中に押 し込んでしまったりと,困難

を極めた.しかし,この作業は要領を掴めば介助者は

一人で十分である.事実,障害者の身内の方に手本を

見せてもらったところ,一人で難なく移動された (写

真-11参照).

写真-10 乗用車への乗車補助

写真-11 乗用車からの降車補助



車いす体験から見たまちにおけるバリアフリー調査

5.2 乗用車の運転

乗用車を運転するに当たり,急ハンドル,急ブレー

キには気を付けていた.しかし,高速道路でサービス

エリアに入ろうと減速 したときに,我々健常者には普

通の減速であったが,障害者の方にとっては急激な減

速となってしまい,腕で体を支えることができずに,

座席の前の部分に頭を打ち衝けてしまった.ここで,

減速の程度であるが,一般的に急激な減速であれば,

シー トベル トが作用 して体が前に倒れるということは

ないが,事実このときの減速ではシー トベル トは作動

しなかった.すなわち,健常者にとっては一般的な減

速であったと考えられる.

5.3 車いすの誘導

車いす利用者は,どうしても特別視されがちである.

誘導する者次第では,車いす利用者を見世物にしてし

まう可能性 もある.よって,十分に注意して誘導 しな

ければならない (写真-12参照).

写真-12 車いすでの移動

今回,誘導は病院内が主であったが,車いす利用者

が多 く見られる病院でさえ,物理的なバリアフリーが

行 き届いていない,という印象を受けた.病院内は,

確かに段差や障害物は見当たらず,一見整備されてい

るようであったが,一歩外に出れば,あちらこちらに

段差が存在 していた.病院の敷地内にもかかわらずで

ある.バリアフリーという言葉が叫ばれて久しいが,

多 くの場合,建物内の物理的なバリアフリーのみに偏っ

ているのではないかと思われる.

これまでの一面主義的 ･建前主義的な考え方で,た

だ段差を無 くす,ただ障害物を除去するというのでは,

その施設は存在する意義のないものと化 してしまう可

能性がある.障害者と我々健常者との精神面における

ギャップ,換言すれば,心のバリアフリーが実現 したと

きのみに,その施設は存在する意義が生じると言える.

El)

5.4 考察

車いす利用者の方を介助するという経験は,今回が

初めてであったので,すべての面において戸惑いを感

じることとなった.この感覚は,自分が想像 していた

ものとのギャップ,もしくは想像 しきれえなかった状

況に直面したことによって生 じたものと考えられる.

すなわち,経験前は自分の肉体的動作においては想像

に難 しくなかったが,障害者の精神面については不十

分であったということである.このように,障害者の

精神面を完全に理解するのは難 しいが,今回のような

介助経験をすることで,多少なりとも理解が可能にな

るのではないかと思う.

最近では,福祉サービスを行う会社やボランティア

団体の充実化により,介助環境は向上の一途にあるが,

障害者を特別視 してしまうという最大のバリアが未だ

存在 している.この特別視することは,障害者の自律

を妨げるばかりか,物理的 ･精神的バリアフリー,つ

まり真の意味でのバリアフリーの実現をも阻止する要

因となっているのである.今回の車いすの移動介助経

験により,多少なりとも障害者の身になって物事を考

えることができるようになり視野が広がったというこ

とで,非常に有意義であった.

6.まとめ

今回,車いす体験を通 じて調査を行った地域での街

中及び介助の問題点は,一例にすぎない.しかし,健

常者にとっては何でもない事柄でも,車いす利用者に

とっては大きなバリアとなっていることを,体験を通

して経験できた.障害者に自立するようにという流れ

があるが,｢自立とは介助の要 ･不要に関わらず, 自

分の病気や障害と置かれた立場を在 りのままに受け容

れ,自己コントロールしながら自己判断 ･自己選択 ･

自己管理 ･自己責任といった積極的な行動をとり,也

域との交流の中で各人に与えられた使命である自己現

実としての人や社会に貢献するという過程を自己決定

して歩む主体的な生き方をいう.｣という考え方1)が

あるが,実際に車いす体験を通 じて,その必要性を実

感 した.

健常者からは,良いことを行っていると思っても障

害を持つ人にとっては,ただのお節介と思われること

も多 くある.また,障害を持つ人との交流が,一方的

なものになってお り,相互理解が図られていないため

に,今回の調査で浮き彫 りとなった街中でのハー ド面

でのバリアが存在する.これは,障害者の立場から見

たバリアフリーではなく,健常者から見たうわべだけ

のバリアフリーにすぎない.これからは,障害を持つ
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人々,健常着,年齢層を越えた形で会合を持ち,充分

時間をかけて討議を重ねていくことで,誰にでも住み

やす く,移動が しやすいまちづ くりが行えると考える.

7.あわりに

今回の調査での,車いすを用いて街中を移動する経

験は,車いす利用者の視点に立って行ったものであっ

たが,必ずしも車いす利用者の考えをすべて理解でき

たものとは言えない.しかし,今回の調査で,車いす

利用者が街中で直面する肉体的 ･精神的バリアについ

て,経験を通して実体験できた.今回は,3事例につ

いて街中及び介助での問題点を挙げてきたが,現在の

まちづ くりでは,必ず しも,すべての人にとっでl突通

な生活が送れるという結論には達しなかった.

問題点として,健常者にとって10cmの段差は,何

でもないものだが,車いす利用者にとっては,大きな

バリアであることが,実際に車いすに乗って初めて分

かった.また,一面的,建前主義的なまちづ くりが,

車いす利用者を含めた障害者の社会進出を妨げている.

今後の研究として,今回の調査から得られた街中で

の問題点と共に,健常者および障害者の相互理解とい

う精神面でのバリアを取 り除くには,どうすべきかと

いうことを,地域社会という広域な視点から研究を行

い提言していきたいと考える.
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